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１ 市川市介護相談員派遣事業の概要 

（１）目的 

この事業は、介護相談員が介護老人福祉施設等を訪ね、介護サービス利用者やその家族等

の話を聴き相談に応じることにより、施設管理者や担当者又は市に対して橋渡し的な役割

を持ち、問題の改善や介護サービスの質的な向上を目指し活動を行う事を目的としていま

す。 

 

（２）介護相談員の選任 

介護相談員は、事業活動の実施にふさわしい人格と熱意を有する方を本市が選任し、委嘱

しています。令和５年度は、12 人が市川市介護相談員として活動しました。 

 

（３）養成・研修 

 介護相談員は、活動に必要な知識と技術を習得するため、国の委託を受けた介護サービス

相談・地域づくり連絡会が主催する「介護相談員養成研修（前期・後期）」及び本市で行う

実習（介護施設等訪問研修及び自治体研修）を受講することとなっています。 

 令和５年度は、現任相談員３人が「現任研修」を受講しました。 

 また、介護相談員連絡会議の中で研修会を行うなど相談員としての資質向上に努めまし

た。 

 

（４）活動内容など 

① 活動内容  

(ア)担当する事業所を月１～２回程度訪問し、利用者やその家族等の話を聞き、相談

を受けます。 

(イ) 事業所が行う行事に参加します。 

(ウ) 担当する事業所のサービスの現状把握に努めます。 

(エ) 事業所管理者や介護相談員担当者と意見交換を行います。 

(オ) 介護サービス提供等に関して気づいたことや提案等がある場合には事業所の管

理者等にその旨を伝えます。 

(カ) 利用者等と事業者の間の橋渡し役となって、利用者等の疑問や不満、不安に対

応し、介護サービスの改善につなげていきます。 

(キ) 本市が開催する介護相談員連絡会議及び相談員と事業所との意見交換会に参加

し、活動状況の報告や意見交換等を行います。 

※令和５年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、一部事業所においてはオ

ンライン面談の他、条件付きでの訪問活動を再開いたしました。 

 

② 活動方法 

  （ア）訪問回数・活動時間等 

      基本的に、２人一組で、担当する事業所を毎月１回程度訪問します。活動時

間は、１回あたり１～４時間程度です。 
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  （イ）相談方法 

      相談はサービス利用者及びその家族等から受けます。 

  （ウ）意見交換 

      相談業務終了後、事業所管理者や担当者等と当日の活動内容（相談内容や介

護相談員自身が気づいたこと等）について、意見交換を行います。 

  （エ）活動記録 

      相談内容や介護相談員自身が気づいたことを「介護相談員活動報告書」にま

とめ、翌月の 10 日までに提出します。 

  （オ）介護相談員連絡会議 

      介護相談員連絡会議を隔月 1 回開催し、介護相談員は、前月までの活動内容

を報告します。会議では、担当する事業所の様子や相談事例などを検討事項と

して相談員全員でその対応方法などについて話し合います。全員で話し合う

ことで各々に気づきがあり、介護相談員の活動内容に統一性とバランスが保

てるようにしています。 

  （カ）身分証の携帯 

      活動に当たっては、介護相談員に市川市介護相談員証の携帯を義務付けて

います。 

③ 守秘義務 

      介護相談員は、相談員業務を通じて知り得た秘密を第三者に漏らしてはならないこ

とになっています。また、このことは介護相談員を辞めた後も同様です。 

  ④ 事故発生時の補償 

      「福祉サービス総合保障」に加入しています。 

 

 

（５）受け入れ事業所 

 

   事業の趣旨に賛同していただき、本市に受け入れの申出があった事業所に対して介護相

談員を派遣しています。 

 

  訪問施設内訳（全 32 か所） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

介護老人福祉施設   14 か所 

介護老人保健施設     ８か所 

認知症対応型共同生活介護   ８か所 

有料老人ホーム   ２か所 

合  計   32 か所 
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派遣開始

年度 
事業所名 

 

２０ 〇特別養護老人ホーム 

市川あさひ荘 

〇特別養護老人ホーム 

清山荘 

〇特別養護老人ホーム 

ナーシングホーム市川 

〇特別養護老人ホーム 

ホワイト市川 

〇特別養護老人ホーム 

太陽と緑の家 

〇特別養護老人ホーム 

やわらぎの郷 

２１ 〇特別養護老人ホーム 

市川ヒルズ 

〇介護老人保健施設 

ハートケア市川 

２２ 〇介護老人保健施設 

グレースケア市川 

２３ 〇介護老人保健施設 

葵の園・市川 

〇介護老人保健施設 

サンシルバー市川 

〇介護老人保健施設 

エスポワール市川 

 

２４ 〇特別養護老人ホーム 

広尾苑 

〇介護老人保健施設 

ゆうゆう 

派遣開始

年度 
事業所名 

２５ 〇特別養護老人ホーム 

レガーレ市川 

〇特別養護老人ホーム 

いちかわ翔裕園 

〇介護老人保健施設 

市川あさひ荘 

２６ 新規事業所はなし 

２７ 〇特別養護老人ホーム 

サンライズ市川 

２８ 〇介護老人保健施設 

市川ゆうゆう 

（民営化により開始） 

２９ 〇グループホーム 

親愛 

〇グループホーム 

きらら市川妙典 

３０ 〇介護老人保健施設 

サンセール市川 

〇特別養護老人ホーム 

市川三愛 

〇グループホーム 

すがの親愛ホーム 

〇グループホーム 

愛・グループホーム市川南 

〇グループホーム 

愛・グループホーム北方町 
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（６）周知方法 

 ① 利用者、家族、事業所職員に、介護相談員のことを知ってもらうため、市公式ウェブ

サイトに「介護相談員派遣事業について」掲載しています。 

② 活動報告書（冊子）をウェブサイトに掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

派遣開始

年度 
事業所名 

 

令和１ 

 

〇特別養護老人ホーム 

親愛の丘市川 

〇グループホーム 

きらら南行徳 

〇グループホーム 

愛の家グループホーム南行徳 

〇グループホーム 

コミュニケア 24 市川おにだ

か館 

令和５ 〇特別養護老人ホーム  

タムスさくらの杜市川 

 

〇有料老人ホーム 

SOMPO ケア そんぽの家 市

川 

 

〇有料老人ホーム 

ニッケあすも市川／ニッケあ

すも市川ハイム 
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２ 令和５年度活動実績 

（１）派遣回数(令和５年４月～令和６年３月) 

派遣場所 
派遣回数 

（延） 

派遣人数 

（延） 
派遣開始年度 

1 特別養護老人ホーム 市川あさひ荘   

20 

2 特別養護老人ホーム 清山荘   

3 特別養護老人ホーム 太陽と緑の家 ３ ６ 

4 特別養護老人ホーム ナーシングホーム市川 ５ 10 

5 特別養護老人ホーム ホワイト市川   

6 特別養護老人ホーム やわらぎの郷   

7 特別養護老人ホーム 市川ヒルズ ５ 10 
21 

8 介護老人保健施設  ハートケア市川   

9 介護老人保健施設  グレースケア市川   22 

10 介護老人保健施設  葵の園・市川     

23 11 介護老人保健施設  サンシルバー市川   

12 介護老人保健施設  エスポワール市川    

13 特別養護老人ホーム 広尾苑 ２ ４ 24 

14 特別養護老人ホーム レガーレ市川 11 30 

25 15 特別養護老人ホーム いちかわ翔裕園   

16 介護老人保健施設    市川あさひ荘    

17 特別養護老人ホーム サンライズ市川 ２ ４ 27 

18 介護老人保健施設  市川ゆうゆう   28 

19 認知症対応型共同生活介護 グループホームきらら市川妙典   
29 

20 認知症対応型共同生活介護 グループホーム親愛 ４ ８ 

21 介護老人保健施設 サンセール市川 ４ 11 

30 

22 特別養護老人ホーム 市川三愛   

23 認知症対応型共同生活介護 すがの親愛ホーム   

24 認知症対応型共同生活介護 愛・グループホーム市川南 ５ 10 

25 認知症対応型共同生活介護 愛・グループホーム北方町 12 25 

26 特別養護老人ホーム 親愛の丘市川   

Ｒ１ 
27 認知症対応型共同生活介護 グループホームきらら南行徳 ４ ８ 

28 認知症対応型共同生活介護 愛の家グループホーム南行徳   

29 認知症対応型共同生活介護 コミュニケア 24 市川おにだか館 ４ ８ 

30 特別養護老人ホーム タムスさくらの杜市川 ４ ８ 

Ｒ５ 31 有料老人ホーム SOMPO ケア そんぽの家 市川 ５ 10 

32 有料老人ホーム ニッケあすも市川／ニッケあすも市川ハイム ５ 10 

 合 計  75 162  
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（２）相談内訳 

相談件数                  相談内容 

 人数 

（人） 

割合 

（％） 

利用者 26 100 

家族 0 0 

その他 0 0 

合計 26 100 

 

 

対話した人数     1,306 人 

 

 

 

※令和５年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、一部事業所においてオンライン

面談と条件付きでの訪問活動を実施しました。 

 

 

（３）相談事例 

   利用者から受けた相談や相談員自身が気づいたことを一部抜粋して紹介します。 

 

自分は千葉の海沿いに住んでいたので、おいしい魚を食べてきた。ここで出される魚はあ

まり美味しくない。 

お寿司が食べたいが、出前を頼めるのか。 

リハビリをしっかりやりたい。自室に足踏みの器具を買って運動しているが、共用フロア

にも置いてほしい。 

昨年対局相手がなくなり、趣味の囲碁が打てなくなったのが寂しい。 

友達がいない。話がしたい。 

前の人でテレビが見えないと利用者より訴えがあった。リビングの模様替えがあり、ソフ

ァ以外の利用者がテレビが見にくくなった様子。 

今は元気でここの生活にも慣れてきたが、今後身体が不自由になったり、病気になったり

したときに自分はどうなるのか、どこで生活するのか心配。 

地元に帰りたい気持ちがずっとある。帰って一人で生活できないことは分かっているがや

るせない思いだ。 

息子がスマホをくれたが、使い方が分からない。 

項目 件数 

（件） 

割合 

（％） 

接遇 0 0 

食事 6 23.1 

リハビリ 1 3.8 

入退所 3 11.6 

趣味・娯楽 5 19.2 

設備・環境 2 7.7 

衛生 1 3.8 

その他 8 30.8 

 26 100 
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お天気が良い日に外に出てみたい。お花見がしたい。 

1 日中車椅子に座っていてお尻が痛くなる。背中にタオルを入れてくれたが、お尻の痛いの

はなかなか改善してくれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）心に残った事業所の対応等 

介護相談員が気付いた優れていると思われる事業所の対応等について 

「介護相談員活動報告書」から抜粋して紹介します。 

 

 

  

 

認知症で暴言を吐く方や、落ち着きがない方にもスタッフは丁寧に声かけをされたので、本人た

ちも指示を聞いて落ち着いていた。対応が素晴らしい。  

逝去された方の家族が遠方より挨拶にきていた。笑顔で和やかにスタッフと話をされていたの

で、施設と家族の信頼関係を感じた。       

コロナ対応中は職員と話すことも必要最小限となっていたため利用者のストレスが溜まっている

はず、会話で和ませてほしいとスタッフ。利用者の気持ちに寄り添っている様子がよく分かった。 

難聴の利用者に集音機を使用し、聞き取れない旨を伝えると話が途切れないようにと補佐する

など、スタッフの丁寧な対応が心に残った。     

 

施設内のスペースで子ども食堂を定期的に開催したり、地域との交流に力を入れているとのこ

と。積極的に外との交流を持つという方針は今後の介護のあり方として素晴らしいと感じた。 

 

利用者が私は目が見えないけど、どうせ見えないからという扱いではなく、他の皆と一緒に花を

見に連れ出してくれると嬉しそうに話してくれたのが印象に残った。個々の利用者を尊重してケ

アをしているのが伝わる。       
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フロアを自由に歩き回れる雰囲気があり、気軽に声をかけながら歩く利用者が温かい一体感を

作っていた。テーブル拭きで手が届かず困っていた利用者に、他の利用者がさっと代わり「あり

がとう」「お互い様よ」と笑いあったりしていた。     

車椅子を使用している利用者の写真と共に、体の角度など誰が介助しても適切に座れるように

説明がついていた。職員間で本人がいかに快適に座位を保てるか検討し、共有しようとしている

ところが優れていると思った。     

3 時のおやつの前に、30 分間テレビ体操のほかスタッフが前に立ち、手や指、足を動かすリハビ

リ体操をしていた。毎日やっているとのこと、ほとんどの人が一緒にやっていて良い試みだと思っ

た。          

調理員が各ユニットに出向き、恵方巻を利用者の目の前で材料を説明しながら作った。職員が

鬼に扮して新聞紙の豆で節分行事を行ったとのこと。少しずつ活動再開の様子。 

各居室の入口に、利用者の写真を飾るコーナーがある。イベントや誕生日会など、近影をこまめ

に更新している。ご本人の記憶を助け、訪れた家族にも近況が分かるように配慮がなされ、スタ

ッフの方々の利用者への愛情が感じられた。      

会話中でも利用者の飲み物が無くなると、スタッフがそっと補給していた。気遣いが素晴らしいと

思う。         

トイレ誘導の際、周りに気づかれないよう本人が自然に行けるようにしているところに気遣いを

感じた。         

壁面に前月のお出かけの写真が掲示されていた。全員で外食に出かけたとのこと。個々に職員

と出かけ食事をしたり、買い物したりしているとのこと、なるべく普通に楽しくという方針が伝わっ

てくる。         

廊下やエレベーター前で休憩している利用者に対して一人一人声をかけているスタッフがいた。

心遣いを感じた。         
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（５）連絡会議 

回 
開催日 

連絡会の内容 
月 日 

1 ４ 18 新年度ご挨拶                          

活動報告及び意見交換 

２ ６ 13 委嘱状交付 

３ ８ ８ 

活動再開調査結果について 

グループワーク「合同意見交換のテーマ」「訪問活動

の再開に向けて」 

４ 10 17 合同意見交換会 

５ 12 12 合同意見交換会を終えて 

６ ２ 13 活動報告書書き方について・来年度の予定 

 

 

 

（６）研修（スキルアップへの取り組み） 

介護相談員 

現任研修 

介護相談・

地域づくり 

連絡会 

10/26・

27 

介護保険最新情報、自立支援につながる福祉用具の使い

方、感染症予防と熱中症予防、不適切ケアを見る目を養う、

転倒予防のポイントを見る目を養う、情報・意見交換 

研修会 

（介護相談員連絡

会議の中で実施） 

市川市介護

相談員派遣

事業事務局 

8/8 
グループワーク 

「訪問活動の再開に向けて」 

全国介護相談活動

事例報告会 

介護相談・

地域づくり 

連絡会 

12/1 

・講義１ 

「介護サービス相談員派遣事業について」 

・講義２ 

「脳科学から見る認知症」 
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３ 市川市介護相談員派遣事業合同意見交換会 

例年、介護相談員と受け入れ事業所職員が一堂に会して広く意見交換を行い、他の事業所

における様々な情報交換をすることにより、より一層の相互理解を深めるため、意見交換会

を開催しております。 

令和５年 10 月 17 日（火）14:00～16:00 に実施、５グループに分かれ、意見交換を行いま

した。 

【テーマ】 ～アフターコロナでの～ ・面会方法について 

・介護相談員の訪問について 

 

出席者：介護相談員 12 名、受入事業所 15 事業所（18 名）、事務局 ６名 

 

＜終了時アンケート集計結果＞ アンケート回収：事業所職員 18 名、介護相談員 12 名 

 

問 合同意見交換会の内容はどうでしたか？（一部抜粋） 

  

・よかった 29 名 普通 １名 ・良くなかった ０名  

 

＜事業所職員＞ 

・他の施設の考え方が分かって良かった。施設によって判断基準や考え方が違うこと

が分かり参考になることが多く良かった。 

・他施設の対応、工夫していることを聞くことができ、とても良かった。話し合いで

『コロナ前の状況にもどす』簡単ではないが、少しずつでも元に戻せたらと感じた。 

・自分の施設では行えないことも工夫次第で行えているところもあるので、今後は取

り入れられるところから実施していきたい。相談員の方々と情報交換を行うこと、

施設職員ではない目線の意見を聞くことができるので大変参考になった。 

・他施設での現状を知ることができて良かった。持ち帰り、今後どのような形で外部

の方の受け入れをするべきか検討していける内容になったと思う。 

＜相談員＞ 

 ・施設の方のコロナに対応するご苦労が並大抵ではないことがわかり、大変さを改め

て感じた。 

・各施設の方針、対応の実態をうかがうことができた。今後の相談員活動を進めるプ

ロセスにプラスになると思う。 

 ・異なる事業所形態によって、コロナ対応や声掛けの違いをお聞きしながら理解する

ことが出来た。 

 ・テーマが各施設の課題でもあることなので、意見が出やすく良かった。そのことに

より和やかに進行できたと思う。 

 ・対面での意見交換は細かなニュアンスもその場で確認することができるので十分な

理解をすることができた。 
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問 その他、意見・感想等を自由にお書きください。（一部抜粋） 

<相談員> 

 施設によっての違いが対応を含めてよくわかった。諸事情、人的な環境がある。 

 皆さんが状況に応じて努力されている。徐々に面会も始まっているので、これから

色々な問題が起きてくると思った。 

 直接面会が開始することで、リモートでは分からない点なども確認できたらと思う。 

 今の時期にリアルに話し合える場として設けていただいたことはよかったと思う。 

 訪問できていない施設の話も伺うことができて良かった。以前訪問していた施設の

方からは現状を聞くことができ、直接お話できる時が待ち遠しい。 

 コロナ禍での状況を５類前と後で良く知ることができた。次に話を伺う際の参考に

なった。 

<事業所> 

 介護相談員は第３の目となり施設の質を上げていただく方々です。今後も携わりを

大切にしていただきたいと改めて感じた。また、他事業の方々と情報共有できたこ

とに感謝します。 

 意見交換ができ、貴重な時間を過ごさせていただきました。 

 他事業所、介護相談員の方とグループワークを通して様々な意見を聞けたので参考

になった。介護相談員の方の受け入れが再開できるよう検討したい。 

 他の施設の意見が聞けて良かった。老健、特養など同じ施設同士の席でもよかった

かも。ぜひ介護相談員には来ていただきより良い施設にしていきたい。 
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４ 資料 

市川市介護相談員派遣事業実施に関する要綱 

 （目的） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２０項に規定す

る認知症対応型共同生活介護、同条第２１項に規定する地域密着型特定施設入居者生

活介護、同条第２２項に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は同条第２７項に規

定する介護老人福祉施設若しくは同条第２８項に規定する介護老人保健施設又は第

８条の２第１５項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護、有料老人ホーム等

（以下「事業所」という。）を訪ね、介護サービス利用者等や、その家族等（以下「利

用者等」という。）の話を聞き相談に応じる等の事業を実施することにより、利用者

の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、派遣を受けた事業所における介護保険サ

ービスをはじめとする利用者へのサービスの質的な向上や利用者の自立した日常生

活の実現を図ることを目的とする。 

（設置） 

第２条 前条に規定する相談等の業務を行わせるため、市川市介護相談員（以下「相談

員」という。）を置く。 

（委嘱等） 

第３条 相談員は、次に掲げる要件を満たす者とする。ただし、市長が適当と認めた場

合については、この限りではない。 

⑴ 事業活動の実施にふさわしい人格と熱意を有すること。 

⑵ 市内に住所を有すること。 

⑶ ７５歳未満であること。 

２ 相談員は、前項の要件を満たす者の中から選任し、市長が委嘱する。 

３ 相談員の委嘱期間は、３年とする。 

４ 前項の規定は、相談員の再委嘱を妨げるものではない。 

５ 相談員の定数は、２０人以下とする。 

（職務） 

第４条 相談員は、事業所を定期又は随時に訪問（以下「介護相談員活動」という。）

をする等、次の各号に掲げる職務を行うものとする。 

⑴ 事業所において、利用者等の話を聞き相談にのること。 

⑵ 事業所の行事等に参加すること。 

⑶ 介護サービス等の現状把握に努めること。 

⑷ 事業所の管理者や相談員担当者（以下「担当者等」という。）と意見交換をするこ

と。 

⑸ 介護サービス提供等に関して気づいたことや提案等がある場合には、事業所の管

理者等にその旨を伝えること。 

⑹ 介護サービス等の利用者等と事業者の間の橋渡し役となって、利用者等の疑問や

不満、心配事等に対応し、介護サービス等の改善の途を探ること。 

⑺ 本市が開催する、相談員と第１３条に規定する事務局（以下「事務局」という。）



13 
 

との連絡会議（以下「介護相談員連絡会議」という。）及び相談員と事業所との意

見交換会（以下「合同意見交換会」という。）に出席すること。 

２ 相談員は、介護相談員の職務に必要な研修を受けなければならない。 

３ 相談員は、職務上の活動を行うにあたり、市川市介護相談員証（様式第１号）を携

帯し、利用者等及び担当者等から求めに応じて、これを提示しなければならない。 

（報告） 

第５条 相談員は、相談員事業の活動にあたり、利用者等又は担当者等との調整が困難

であるときは、事務局に対して調整を依頼し、その指示等に従うこと。事務局は、介

護相談員相談票（様式第２号）により調整を行うこと。 

２ 相談員は、毎月１０日までに前月の活動状況について、介護相談員活動報告書（様

式第３号）により、市長に報告を行わなければならない。 

（服務） 

第６条 相談員は、その職責を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。 

２ 相談員は、その職の信用を傷つけ、又は相談員の職全体の不名誉となるような行為

をしてはならない。 

３ 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様

とする。 

４ 相談員は、傷病その他の理由により職務に従事できないときは、速やかに、その旨

を市長に届け出なければならない。 

 

 

（勤務日等） 

第７条 相談員の介護相談員活動を行う日及び時間は、週１回４時間程度とし、相談員

と事業所とで調整を図り決定するものとする。ただし、市長が職務の都合によりこれ

を変更する必要があると認めるときは、市長が変更することができる。 

２ 介護相談員連絡会議、合同意見交換会又は研修会を行う日及び時間は事務局が決定

するものとする。 

（支給額） 

第８条 相談員に対する報償金の支給額は、相談活動及び介護相談員養成研修等研修会

への参加として日額５,０００円、介護相談員連絡会議及び合同意見交換会への出席

として日額２，５００円とする。 

２ 前項の報償金の支給額は、月の初日から末日までの間の勤務日数により計算する。        

（退職） 

第９条 相談員は、委嘱期間中に退職しようとするときは、退職しようとする日の１月

前までに、その旨を市長に届け出なければならない。 

（解嘱）                              

第１０条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相談員を解嘱

することができる。 

⑴ 勤務実績が良くないとき。 

⑵ 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えないとき。 
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⑶ 第６条の規定に違反したとき。 

⑷ その他、市長が解嘱を必要と認めたとき。 

（相談員の派遣） 

第１１条 市長は、相談員の受け入れを申し出た事業所に対し相談員を派遣する。 

２ 相談員の受け入れを行おうとする事業所は、介護相談員派遣申出書（様式第４号）

を市長に提出するものとする。 

３ 市長は、前項の申し出があった場合は、介護相談員派遣に関する覚書（様式第５号）

を事業所と締結するものとする。 

４ 事業所は、相談員の派遣を辞退しようとするときは、介護相談員派遣辞退届（様式

第６号）を市長に提出するものとする。 

（事業所の責務） 

第１２条 派遣を受けた事業所は、相談員から伝えられた利用者等の意見、要望及び提

案等をできる限り尊重し、必要な措置を講じるように努めること。 

２ 事業所は、前項の措置が困難であり、利用者等との調整が困難であると判断したと

きは、事務局に対して調整を依頼し、その指示等に従うこと。事務局は、介護相談員

相談票（様式第７号）により調整を行うこと。 

３ 派遣を受けた事業所は、合同意見交換会に参加しなければならない。 

（事務局） 

第１３条 市川市介護相談員派遣事業を実施するために、市川市介護相談員事務局を福

祉部地域包括支援課に置く。 

（補則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年５月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和３年４月２６日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和４年１１月２８日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
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〇介護相談員の主な役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇活動方法  

事業所を月１～２回訪問し、利用者やその家族等から相談を受け

ます。 
 

  

 

市川市介護相談員って 

どんな人？ 
 

私達の仕事は、一市民の目線から 

意見や要望を施設や行政に橋渡しすることです 

介護相談員は、市長から委嘱され、養成研修を 

受けて活動を行っています。 

お問い合わせ先 

 市川市 地域包括支援課 相談支援グループ 

  ☎ ０４７－７１２－８５４５（直通） 

利用者 

その家族 

介護相談員 

施設 
市川市 

(事務局) 

利用者や家族の方の

「要望や意見」を

施設へ橋渡しします 

活動の中の 

「気づき」を施設

へ橋渡しします 

介護相談員受け入れの依頼・調整、広報 

意見交換 
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終わりに 

 

 平成 20 年度より、利用者と介護サービス事業所の橋渡し役となる「市川市介護相談員派

遣事業」を開始し、15 年が経過しました。 

令和２年２月から新型コロナウイルス感染症拡大のため事業所への訪問活動は中止とな

っている状況の中、令和５年度はオンライン面談と並行して、一部施設では感染症対策の工

夫を取り入れながら、直接訪問を再開させていただくことができました。 

隔月開催している介護相談員連絡会議では、活動の報告、情報交換、研修等を行っており

ます。一人ひとりの介護相談員が事業所の方と信頼関係を築きながら、熱心に活動してくだ

さっているのを実感しております。 

介護相談員は中立的な立場で、利用者の尊厳を守る目線で日々の活動をしています。 

事務局としても、事業所における介護サービスの向上につながるよう、本事業の一層の充

実を図ってまいります。 

介護相談員受け入れ事業所の方々に感謝しますとともに、今後もご協力の程よろしくお

願い申し上げます。 

 

 

事務局 
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